
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

重
度
精
神
薄
弱
児
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
重
度
精
神
薄
弱
児
扶
養
手
当
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
認
定
の
請
求
及
び
届
出
等
（
第
一
条―

第
十
五
条
）

第
二
章
　
認
定
及
び
支
給
等
（
第
十
六
条―

第
二
十
六
条
の
二
）

第
三
章
　
雑
則
（
第
二
十
七
条―

第
三
十
二
条
）

附
則

第
一
章
　
認
定
の
請
求
及
び
届
出
等

（
認
定
の
請
求
）

第
一
条
　
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
（
以
下
「
手
当
」
と
い
う
。
）
の
受
給
資
格
及
び
そ
の
額
に

つ
い
て
の
認
定
の
請
求
は
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
認
定
請
求
書
（
様
式
第
一
号
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添

え
て
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
受
給
資
格
者
に
つ
い
て
は
、

当
該
指
定
都
市
の
長
。
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
九
条
を
除

き
、
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
受
給
資
格
者
及
び
そ
の
者
が
監
護
し
又
は
養
育
す
る
法
第
三
条
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
障
害
児
（
以
下

「
支
給
対
象
障
害
児
」
と
い
う
。
）
の
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
全
員
の
住
民

票
の
写
し

二
　
支
給
対
象
障
害
児
が
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
状
態
に
あ
る
こ
と
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診

断
書
及
び
当
該
状
態
が
別
表
に
定
め
る
傷
病
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
エ
ツ
ク
ス
線
直
接
撮
影
写
真

三
　
受
給
資
格
者
が
父
（
母
が
支
給
対
象
障
害
児
を
懐
胎
し
た
当
時
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
母
と

事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
母
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
母

又
は
父
も
支
給
対
象
障
害
児
を
監
護
す
る
と
き
は
、
そ
の
父
又
は
母
が
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四
　
受
給
資
格
者
が
父
又
は
母
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
支
給
対
象
障
害
児
と
同
居
し
な
い
で
こ
れ
を
監
護
す
る

と
き
は
、
そ
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

五
　
受
給
資
格
者
が
養
育
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
支
給
対
象
障
害
児
の
父
及
び
母
の
戸
籍
又
は
除
か
れ
た
戸
籍
の

謄
本
又
は
抄
本
並
び
に
受
給
資
格
者
が
支
給
対
象
障
害
児
を
養
育
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

六
　
受
給
資
格
者
の
前
年
（
一
月
か
ら
六
月
ま
で
の
間
に
請
求
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
前
々
年
と
す
る
。
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
得
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等

イ
　
所
得
の
額
（
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
七
号
。

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
所
得
の
額
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
並
び
に
法
第
六
条
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
等
の
有
無
及
び
数
並
び
に
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第

三
十
三
号
）
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
（
七
十
歳
以
上
の
者
に
限
る
。
）
、
老
人
扶
養
親
族
及
び
特
定
扶

養
親
族
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
証
明
書
（
や

む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
同
法
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
の
有
無
及
び
当
該
同
一
生
計
配
偶
者
が
七
十

歳
以
上
で
あ
る
か
の
別
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該

事
実
を
明
ら
か
に
で
き
る
書
類
）

ロ
　
受
給
資
格
者
が
令
第
五
条
第
二
項
各
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
市
町
村
長
の
証
明
書

ハ
　
受
給
資
格
者
が
所
得
税
法
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親
族
（
十
九
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
）
を
有
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
当
該
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
数
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（２）
　
当
該
控
除
対
象
扶
養
親
族
が
法
第
七
条
又
は
第
八
条
に
規
定
す
る
扶
養
義
務
者
で
な
い
場
合
に
は
、
当

該
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
前
年
の
所
得
の
額
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書

ニ
　
受
給
資
格
者
が
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
そ
の
者
の
法
第
六
条
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
等
で
な

い
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
の
生
計

を
維
持
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等

（１）
　
当
該
児
童
の
数
及
び
受
給
資
格
者
が
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
当
該
児
童
の
生
計
を
維
持
し

た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（２）
　
当
該
児
童
（
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

初
の
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
あ
る
者
を
除
く
。
）
が
同
日
に
お
い
て
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第

四
百
五
号
）
別
表
第
一
に
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
つ
た
場
合
に
は
、
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
規

則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
五
十
一
号
）
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
等

ホ
　
受
給
資
格
者
が
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
被
災
状
況
書
（
様

式
第
三
号
）

七
　
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
が
あ
る
受
給
資
格
者
又
は
法
第
七
条
に
規
定
す
る
扶
養
義
務
者
が
あ
る
父
若
し
く
は
母
で
あ
る
受
給
資

格
者
若
し
く
は
法
第
八
条
に
規
定
す
る
扶
養
義
務
者
が
あ
る
養
育
者
で
あ
る
受
給
資
格
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該

配
偶
者
又
は
当
該
扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所
得
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
所
得
の
額
並
び
に
法
第
七
条
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
等
の
有
無
及
び
数
並
び
に
所
得
税
法
に
規
定
す
る
老

人
扶
養
親
族
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
（
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
同
法
に
規
定

す
る
同
一
生
計
配
偶
者
の
有
無
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

は
、
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
で
き
る
書
類
）

ロ
　
当
該
配
偶
者
又
は
当
該
扶
養
義
務
者
が
令
第
五
条
第
二
項
各
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
事
実
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書

ハ
　
当
該
配
偶
者
又
は
当
該
扶
養
義
務
者
が
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
特
別
児
童
扶
養

手
当
被
災
状
況
書

（
手
当
額
の
改
定
の
請
求
及
び
届
出
）

第
二
条
　
法
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
扶
養
手
当
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
の
額
の
改
定
の

請
求
は
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
額
改
定
請
求
書
（
様
式
第
四
号
）
に
、
新
た
な
支
給
対
象
障
害
児
が
あ
る
に
至
つ

た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
支
給
対
象
障
害
児
に
係
る
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
等
を
、
支
給
対

象
障
害
児
の
障
害
の
程
度
が
増
進
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
て
、
こ
れ
を
都
道

府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
及
び
当
該
障
害
児
の
属
す
る
世
帯
の
全
員
の
住
民
票
の
写
し

二
　
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
等

三
　
前
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類

第
三
条
　
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
（
以
下
「
受
給
者
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

児
童
扶
養
手
当
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
の
額
の
改
定
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や

か
に
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
額
改
定
届
（
様
式
第
五
号
）
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
所
得
状
況
の
届
出
）

第
四
条
　
受
給
者
は
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届
（
様
式
第
六
号
）
に
第
一
条
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ

る
書
類
等
を
添
え
て
、
毎
年
八
月
十
二
日
か
ら
九
月
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
認
定
請
求
書
に
前
年
の
所
得
状
況
が
既
に
記
載
さ
れ
て
い
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
氏
名
変
更
の
届
出
）

第
五
条
　
受
給
者
は
、
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
に
戸
籍
の
抄
本
を

添
え
て
、
十
四
日
以
内
に
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1



一
　
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏
名

三
　
受
給
者
記
号
番
号

（
住
所
変
更
の
届
出
）

第
六
条
　
受
給
者
は
、
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書

を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
個
人
番
号

二
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
住
所

三
　
受
給
者
記
号
番
号

（
支
払
方
法
変
更
の
届
出
）

第
七
条
　
受
給
者
は
、
支
払
方
法
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
現
に
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実

施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
八
号
。
以
下
「
口
座
登
録
法
」
と

い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係
る
預
金
口
座
（
以
下

「
公
金
受
取
口
座
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
口
座
登
録
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
公
金
受
取
口
座
を
変
更
し
た
と
き
を
含
む
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
に
規
定
す
る
審
査
を
行
う
市
町

村
は
、
現
に
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
て
い
る
受
給
者
に
つ
い
て
、
口
座
登
録
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定

す
る
公
的
給
付
支
給
等
口
座
情
報
に
よ
り
、
当
該
届
書
に
関
す
る
事
項
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当

該
届
書
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
個
人
番
号

二
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
支
払
方
法

三
　
受
給
者
記
号
番
号

第
八
条
　
削
除

（
受
給
証
明
書
の
交
付
の
申
請
）

第
九
条
　
受
給
者
は
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
証
明
書
（
様
式
第
七
号
）
の
交
付
を
都
道
府
県
知
事
に
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
個
人
番
号
及
び
受
給
者
記
号
番
号
を
記
載
し
た
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
　
削
除

（
受
給
資
格
喪
失
の
届
出
）

第
十
一
条
　
受
給
者
は
、
法
第
三
条
に
定
め
る
支
給
要
件
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
特
別
児
童

扶
養
手
当
資
格
喪
失
届
（
様
式
第
九
号
）
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
死
亡
の
届
出
）

第
十
二
条
　
受
給
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
死

亡
の
届
出
義
務
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
に
、
そ
の
死
亡
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、

十
四
日
以
内
に
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名

二
　
死
亡
し
た
年
月
日

三
　
受
給
者
記
号
番
号

（
届
書
等
の
記
載
事
項
）

第
十
二
条
の
二
　
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
前
条
の
届
書
又
は
申
請
書
に
は
、
届
出
人
又
は
申
請
者
の
氏
名
及

び
住
所
並
び
に
届
出
又
は
申
請
の
年
月
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
十
二
条
の
三
　
第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
規
定
は
、
受
給
資
格
の

認
定
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
法
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て

い
な
い
も
の
（
以
下
「
支
給
停
止
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
中
「
特

別
児
童
扶
養
手
当
認
定
請
求
書
に
前
年
の
所
得
状
況
が
既
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
児
童

扶
養
手
当
認
定
請
求
書
に
前
年
の
所
得
状
況
が
既
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
、
又
は
法
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で

の
規
定
に
よ
り
そ
の
年
の
七
月
ま
で
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
つ
て
当
該
支
給
停
止
の
事
由
が
な
お

継
続
す
る
と
き
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
未
支
払
の
手
当
の
請
求
）

第
十
三
条
　
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
未
支
払
の
手
当
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
未
支
払
特
別
児
童
扶
養
手
当
請

求
書
（
様
式
第
十
号
）
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
　
削
除

（
市
町
村
長
の
経
由
）

第
十
五
条
　
こ
の
章
の
規
定
に
よ
つ
て
請
求
書
、
届
書
又
は
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
受
給
資
格
者
又
は
受
給
者
の
住
所
地
の
市
町
村
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
認
定
及
び
支
給
等

（
認
定
の
請
求
書
及
び
届
書
の
受
理
及
び
提
出
）

第
十
六
条
　
市
町
村
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
を
経
由
し
て
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
請
求
書
、
届
書
又
は
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
請
求
書
、
届
書
又
は
申
請
書
の
所

定
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
審
査
を
行
い
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
提
出
さ
れ
た
届
書
が
同
一
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
住
所
又
は
支
払
方
法
の
変

更
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
長
は
、
住
所
又
は
支
払
方
法
の
変
更
に

関
す
る
所
要
事
項
の
報
告
を
も
つ
て
同
項
の
提
出
に
代
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
提
出
さ
れ
た
届
書
が
氏
名
の
変
更
又
は
住
所
若
し
く
は
支
払
方
法
の
変
更
（
同
一

都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
住
所
又
は
支
払
方
法
の
変
更
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
長
は
、
こ
れ
ら
の
届
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
送
付
す
る
こ
と

に
よ
つ
て
同
項
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
の
通
知
等
）

第
十
七
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
認
定
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
受
給
資
格
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
特

別
児
童
扶
養
手
当
認
定
通
知
書
（
様
式
第
十
一
号
）
を
当
該
受
給
資
格
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
手
当
を
支
給
し
な

い
と
き
は
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
支
給
停
止
通
知
書
（
様
式
第
十
一
号
の
二
）
を
当
該
支
給
停
止
者
に
交
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
請
求
の
却
下
通
知
）

第
十
八
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
認
定
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
受
給
資
格
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
認
定
請
求
却
下
通
知
書
（
様
式
第
十
二
号
）
を
請
求
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
当
額
の
改
定
の
通
知
等
）

第
十
九
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
手
当
の
額
を
改
定
し
た
と
き
は
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
額
改
定
通
知
書
（
様
式
第

十
三
号
）
を
受
給
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
手
当
の
額
の
改
定
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
改
定
す
べ
き
事
由
が
な
い
と
認
め

た
と
き
は
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
額
改
定
請
求
却
下
通
知
書
（
様
式
第
十
四
号
）
を
受
給
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
二
十
条
・
第
二
十
一
条
　
削
除

（
支
給
停
止
の
通
知
）

第
二
十
二
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
条
（
第
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
提
出
さ
れ
た
特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の

規
定
に
よ
り
手
当
を
支
給
し
な
い
と
き
は
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
支
給
停
止
通
知
書
を
当
該
支
給
停
止
者
に
交
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
未
支
払
の
手
当
の
支
払
通
知
）

第
二
十
三
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
未
支
払
特
別
児
童
扶
養
手
当
請
求
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
特
別
児
童
扶
養
手

当
支
払
通
知
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
請
求
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
受
給
資
格
喪
失
の
通
知
）

第
二
十
四
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
受
給
者
の
受
給
資
格
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
資
格
喪
失
通

知
書
（
様
式
第
十
五
号
）
を
そ
の
者
（
そ
の
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
戸
籍
法
の
規
定
に
よ
る
死
亡
の

届
出
義
務
者
と
す
る
。
）
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
経
由
）

第
二
十
五
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ
つ
て
通
知
書
を
交
付
す
る
と
き
は
、
当
該
受
給
者
の
住
所

地
の
市
町
村
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
九
条
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
証
明
書
の
交
付
に
つ
い
て

も
、
同
様
と
す
る
。

（
準
用
）

第
二
十
六
条
　
第
十
六
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
四
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
支
給
停
止
者
に
関
す
る
請
求
書
、
届

書
及
び
通
知
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
章
　
雑
則

（
口
頭
に
よ
る
請
求
）

第
二
十
七
条
　
市
町
村
長
は
、
第
一
章
に
規
定
す
る
請
求
書
、
届
書
又
は
申
請
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特

別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
請
求
者
、
届
出
者
又
は
申
請
者
の
口
頭
に
よ
る
陳
述
を
当
該
職
員
に

聴
取
さ
せ
た
う
え
で
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
同
章
に
規
定
す
る
請
求
書
、
届
書
又
は
申
請
書
の

受
理
に
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
陳
述
を
聴
取
し
た
当
該
職
員
は
、
陳
述
事
項
に
基
づ
い
て
所
定
の
請
求
書
、
届
書
又
は
申
請
書
の
様
式

に
従
つ
て
聴
取
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
陳
述
者
に
読
み
聞
か
せ
た
う
え
で
、
陳
述
者
と
と
も
に
氏
名
を
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
添
附
書
類
の
省
略
等
）

第
二
十
八
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
又
は
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
別
表
第

一
に
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
児
童
に
つ
い
て
、
既
に
当
該
障
害
児
又
は
当
該
児
童
の
状
態
に
関
す
る

診
断
書
又
は
エ
ツ
ク
ス
線
直
接
撮
影
写
真
（
以
下
「
診
断
書
等
」
と
い
う
。
）
の
提
出
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
障
害
児
又
は
当
該
児
童
の
状
態
が
固
定
し
て
い
る
等
の
事
情
に
よ
り
当
該
状
態
に
関
す
る
診

断
書
等
を
添
え
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
章
の
規
定
に
よ
り
請
求
書
又
は
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
当
該
状
態
に
関
す
る
診
断
書
等
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
条
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
認
定
請
求
書
及
び
第
四
条
（
第
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届
に
添
え
る
べ
き
第
一
条
第
六
号
イ
及
び
ロ
並
び
に

第
七
号
イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
を
当
該
受
給
資
格
者
又
は
受
給
者
若
し
く
は
支
給
停
止
者
の

住
所
地
の
市
町
村
長
か
ら
受
け
る
べ
き
と
き
は
、
こ
れ
を
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
、
指
定
都
市
の
長
は
、
市
町
村
長
証
明
書
を
添
え
る
こ
と
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
市
町
村
長
は
、
証
明
す
べ
き
事
実
に
つ
き
課
税
台
帳
そ
の
他
の
公
簿
に
よ
つ
て
審
査
し
た
旨
を
当
該
届
書

に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
非
常
災
害
に
際
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
章
の
規
定
に
よ
り
請
求

書
又
は
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
等
を
省
略
さ
せ
、
又
は
こ
れ
に
か
わ
る
べ
き
他
の
書
類
等
を
添
え

て
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
一
章
の
規
定
に
よ
り
請
求
書
又
は
届
書
に
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
若
し
く
は
住
民
票
の
写
し
、
身
分
関

係
若
し
く
は
生
計
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
又
は
診
断
書
等
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
に
お
い
て
、
一
通
又
は
二
通
以
上
の
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
若
し
く
は
住
民
票
の
写
し
、
身
分
関

係
若
し
く
は
生
計
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
又
は
診
断
書
等
を
添
え
る
こ
と
に
よ
り
当
該
関
係

事
項
の
す
べ
て
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
等
を
、
当

該
請
求
書
又
は
届
書
に
添
え
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
も
の
と
す
る
。

５
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
章
の
規
定
に
よ
り
請
求
書
又
は
届
書
に
添
え
て
提
出
す
る
書
類
等
に
よ
り
証
明
す
べ

き
事
実
を
公
簿
に
よ
つ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
等
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
経
由
の
省
略
）

第
二
十
九
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
五
条
（
第
十
二
条
の
三
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
章
に
規
定
す
る
請
求
書
、
届
書
又
は
申
請
書
を
市

町
村
長
を
経
由
し
な
い
で
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
十
五
条
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
章
に
規
定
す
る
通
知
書
を
市
町
村
長
を
経
由
し
な
い
で
交
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
第
九
条
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
証
明
書
の
経
由
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
督
促
状
）

第
三
十
条
　
法
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
扶
養
手
当
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
民
年

金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
九
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
発
す
る
督
促
状
は
、
様
式

第
十
六
号
に
よ
る
。

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
三
十
一
条
　
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
当
該
職
員
が
携
帯
す
べ
き
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
様
式

第
十
七
号
に
よ
る
。

（
障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
の
手
続
等
）

第
三
十
二
条
　
障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
に
関
す
る
手
続
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て

は
、
障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
法
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
な
さ

れ
る
手
続
に
関
し
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
五
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定
中
同
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
改
正

に
係
る
部
分
並
び
に
様
式
第
三
号
の
改
正
規
定
（
同
様
式
注
意
の
１
１
の
イ
及
び
ロ
中
「
２
０
万
円
」
を
「
２
２

万
円
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
昭
和
四
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
八
月
一
日
厚
生
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
三
号
の
改
正
規
定
中
注
意
の
５
及
び
１
０
の
ロ

の
（
ホ
）
の
改
正
に
係
る
部
分
は
、
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
八
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
一
一
月
一
〇
日
厚
生
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
七
月
四
日
厚
生
省
令
第
二
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
七
月
一
日
厚
生
省
令
第
一
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
八
月
二
五
日
厚
生
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
一
二
月
一
〇
日
厚
生
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
六
月
一
七
日
厚
生
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
九
月
一
六
日
厚
生
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
九
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
三
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
六
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
二
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
六
月
二
二
日
厚
生
省
令
第
二
二
号
）
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１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
項
の
規
定
及
び
児
童
手
当
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
手
続
に
関
し
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
る
手
続
に
係
る
手
当
認
定
請
求
書
及
び
こ
れ
に
添
え
る
べ

き
診
断
書
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
八
月
一
三
日
厚
生
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
〇
月
一
日
厚
生
省
令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
一
〇
月
一
日
厚
生
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
四
月
一
日
厚
生
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
五
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
　
昭
和
五
十
三
年
四
月
期
渡
分
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
既
に
支
払
を
受
け

て
い
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
同
年
八
月
期
渡
分
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
（
同
年
六
月
又
は
七
月
に
受
給
資
格
を
喪
失
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
改
正
後
の
特
別
児
童
扶
養
手
当

等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
十

日
ま
で
の
間
は
、
同
条
中
「
毎
年
八
月
十
一
日
か
ら
九
月
十
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
昭
和
五
十
三
年
六
月
一
日
か

ら
同
月
三
十
日
」
と
、
様
式
第
六
号
（
表
面
）
の
⑯
の
欄
中
「
８
月
１
日
」
と
あ
る
の
は
「
６
月
１
日
」
と
、
同

様
式
（
裏
面
）
の
注
意
の
１
中
「
毎
年
８
月
１
１
日
か
ら
９
月
１
０
日
ま
で
の
間
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
５
３
年

６
月
中
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
七
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
五
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
四
年
以
前
の
年
の
所
得
に
係
る
児
童
扶
養
手
当
現
況
届
及
び
特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届
並
び

に
こ
れ
ら
に
添
え
る
べ
き
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
一
二
月
一
九
日
厚
生
省
令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
等
へ
の
加
入
に
伴
う
出
入
国
管
理
令
そ
の
他
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
六
月
九
日
厚
生
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
八
月
一
四
日
厚
生
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
八
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
三
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
五
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
、
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る

請
求
書
及
び
届
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
つ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
所
得
の
額
の
計
算
方
法
に
関
す
る
特
例
）

４
　
昭
和
六
十
三
年
八
月
一
日
前
に
お
け
る
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
規
則
第
一
条
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
並
び
に
障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令
第
二

条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
計
算
し
た
所
得
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
計

算
し
た
所
得
の
額
と
昭
和
六
十
三
年
度
分
の
道
府
県
民
税
（
都
が
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十

六
号
）
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
同
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
税
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
に
係
る
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
超
短
期
所
有
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金

額
と
を
合
算
し
た
額
」
と
、
「
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
号
ま
で
の
規
定
に

該
当
す
る
と
き
又
は
昭
和
六
十
三
年
度
分
の
道
府
県
民
税
に
つ
き
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十
号
の
二
に

規
定
す
る
控
除
を
受
け
た
と
き
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
四
日
厚
生
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ

て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
及
び
板
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
規
定
で
あ
っ
て
改

正
後
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
七
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
四
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
請
求
書
及

び
届
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
六
月
一
六
日
厚
生
省
令
第
二
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
一
条
中
老
齢
福
祉
年
金
支
給
規
則
様
式
第
二
号
（
裏
面
）
の
改
正
規
定
（
「
１
５
６
万
４
千
円
」
を
「
１

５
８
万
４
千
円
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
条
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
第
三
条
、
第
四
条

及
び
附
則
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
　
平
成
六
年
四
月
一
日

６
　
平
成
六
年
七
月
以
前
の
月
分
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
資
格
及
び
そ
の
額
に
つ
い
て
の
認
定
の
請
求
に
つ

い
て
第
四
条
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
様
式
第
一
号
（
裏
面
）

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
令
様
式
第
一
号
（
裏
面
）
中
「
７
　
（
（
２
１
）
）
の
欄
は
、
前
年

（
１
月
か
ら
６
月
ま
で
の
間
に
請
求
す
る
人
の
場
合
に
は
、
前
々
年
を
い
い
ま
す
。
）
の
所
得
に
つ
い
て
都
道
府
県

民
税
の
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
、
山
林
所
得
金
額
、
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
超
短
期
所
有

土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
及
び
長
期
・
短
期
譲
渡
所
得
金
額
の
合
計
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
」
と

あ
る
の
は
、
「
７
　
（
（
２
１
）
）
の
欄
は
、
前
年
（
１
月
か
ら
６
月
ま
で
の
間
に
請
求
す
る
人
の
場
合
に
は
、
前
々

年
を
い
い
ま
す
。
）
の
所
得
に
つ
い
て
都
道
府
県
民
税
の
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
、
山
林
所
得
金
額
、
土

地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
超
短
期
所
有
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
及
び
長
期
・
短
期
譲
渡
所

得
金
額
の
合
計
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
み
な
し
法
人
課
税
を
選
択
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
申

し
出
て
く
だ
さ
い
。
」
と
す
る
。

７
　
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
際
、
現
に
あ
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
請
求
書

及
び
届
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
四
八
号
）
　
抄

4



１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
　
第
一
条
、
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る

請
求
書
及
び
届
の
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
二
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
様
式
第
一
号
（
表
面
）
の
改
正
規

定
、
同
様
式
（
裏
面
）
の
改
正
規
定
中
注
意
の
１
に
係
る
部
分
、
様
式
第
八
号
の
（
表
面
）
の
改
正
規
定
、
様
式

第
十
号
の
改
正
規
定
及
び
様
式
第
十
一
号
（
表
面
）
の
改
正
規
定
並
び
に
第
四
条
の
規
定
は
平
成
七
年
四
月
三
日

か
ら
、
第
一
条
中
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
規
則
第
一
条
第
七
号
ニ
（
２
）
の
改
正
規
定
、
様
式
第
一
号
（
裏
面
）

の
改
正
規
定
及
び
様
式
第
六
号
（
裏
面
）
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
中
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
第
六
号
ニ
（
２
）
の
改
正
規
定
、
様
式
第
一
号
（
裏
面
）
の
改
正
規
定
中
注
意
の
６
に

係
る
部
分
及
び
様
式
第
六
号
（
裏
面
）
の
改
正
規
定
は
平
成
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ

て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
厚
生
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
八
日
厚
生
省
令
第
一
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
五
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
及
び
第
六
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式

に
よ
る
請
求
書
及
び
届
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
五
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
三
条
、
第
五
条
及
び
附
則
第
四
項
の
規
定
　
平
成
十
四
年
八
月
一
日

（
経
過
措
置
）

４
　
第
三
条
及
び
第
五
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ

い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
八
月
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
七
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
児
童
扶
養

手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
同
条
に
よ
る
改
正
後
の
同
令
の
様
式
に
よ
る

も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
二
十
二
年
以
前
の
年
の
所
得
に
係
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
認
定
請
求
書
及
び
特
別
児
童
扶
養
手
当
所

得
状
況
届
並
び
に
こ
れ
ら
に
添
え
る
べ
き
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
認

定
請
求
書
及
び
特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届
の
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
〇
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
六
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
か
ら

第
二
十
九
条
ま
で
及
び
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
の
規
定
　
番
号
利
用
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
）

（
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
児
童
扶
養
手

当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て

い
る
書
類
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
様
式

に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
五
月
二
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
八
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の

と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕

っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
三
条
中
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
様
式
第
六
号
の
改
正
規
定
　
令
和
元
年

八
月
十
二
日

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
規
則
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
障
害
児
福
祉
手

当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
令
和
元
年
以
前
の
年
の
所
得
に
係
る
児
童
扶
養
手
当
認
定
請
求
書
、
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届
、
児
童

扶
養
手
当
現
況
届
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
認
定
請
求
書
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届
、
障
害
児
福
祉
手
当

認
定
請
求
書
、
障
害
児
福
祉
手
当
所
得
状
況
届
、
特
別
障
害
者
手
当
認
定
請
求
書
及
び
特
別
障
害
者
手
当
所
得
状

況
届
並
び
に
こ
れ
ら
に
添
え
る
べ
き
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て

「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
五
月
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
〇
月
二
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
現
に
提
出
さ
れ
、
又
は
交

付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ

て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
施
行
日
に
お
い
て
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
六
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
児
童
扶

養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
規
定
は
、
当

分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
旧
令
様
式
第
八
号
を
除
く
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表一

　
呼
吸
器
系
結
核

二
　
肺
え
そ

三
　
肺
の
う
よ
う

四
　
け
い
肺
（
こ
れ
に
類
似
す
る
じ
ん
肺
症
を
含
む
。
）

五
　
じ
ん
臓
結
核

六
　
胃
か
い
よ
う

七
　
胃
が
ん

八
　
十
二
指
腸
か
い
よ
う

九
　
内
臓
下
垂
症

十
　
動
脈
り
ゆ
う

十
一
　
骨
又
は
関
節
結
核

十
二
　
骨
ず
い
炎

十
三
　
骨
又
は
関
節
損
傷

十
四
　
そ
の
他
認
定
又
は
診
査
に
際
し
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
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二
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三
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様
式
第
六
号
（
第
四
条
関
係
）

様式第六号(第四条関係) 

 

(表 面) 

※※整理番号 第        号 
※市区町村 

 受付年月日 
令和  ・  ・ ※市区町村提出 令和  ・  ・ 

特 別 児 童 扶 養 手 当 所 得 状 況 届       (令和  年分)      

①受給者記号・番号 

   第    号 
 ②氏名  ③住所  

④個人番号  ⑤受 給 者 ⑥配 偶 者 ⑦扶 養 義 務 者 

氏 名 
    

⑧個人番号 
    

⑨同一生計配偶者及び扶養親族の合計数(うち

老人扶養親族の数(受給者については、イ70

歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族

の合計数、ロ特定扶養親族の数、ハ16歳以上

19歳未満の控除対象扶養親族の数)) 

人 

(イ    人) 

(ロ    人) 

(ハ    人) 

人 

 

 

(     人) 

人 

 

 

(     人) 

人 

 

 

(     人) 

⑩⑨以外で前年の12月31日において受給者に

よって生計を維持していた児童 人 

   

⑪所 得 額 円 ※円 円 ※円 円 ※円 円 ※円 

控

除 

⑫障害者(特別障害者を除く。)である同一

生計配偶者及び扶養親族の数 

人 円 人 円 人 円 人 円 

⑬特別障害者である同一生計配偶者及び

扶養親族の数 

人 円 人 円 人 円 人 円 

⑭障害者・特別障害者・寡婦・ひとり親・

勤労学生の別 

障・特障・

寡・ひとり・勤 

円 障・特障・勤 円 障・特障・

寡・ひとり・勤 

円 障・特障・

寡・ひとり・勤 

円 

⑮ 
 円 円 円 円 円 円 円 円 

 円 円 円 円 円 円 円 円 

⑯社会保険料等相当額  円  円  円  円 

⑰ 控 除 後 の 所 得 額 円 円 円 円 

⑱本 年 8月 1日 に お け る 支 給 対 象

障 害 児 の 状 況 

 障害児

氏 名 
続
柄 

個人番号 生 年 月 日 
 同居別

居の別 

  在 学

学校名 
学
年 

   
平成・令和 ・ ・ 

同居 

別居 

  

   
平成・令和 ・ ・ 

同居 

別居 

  

   
平成・令和 ・ ・ 

同居 

別居 

  

   
平成・令和 ・ ・ 

同居 

別居 

  

   
平成・令和 ・ ・ 

同居 

別居 

  

 上記のとおり、所得状況を届け出ます。 

    令和  年  月  日 

  知 事 

 

  市 長 

殿 氏名                     

※
審

査 

⑤～⑰欄の

記載事項 
 

⑱の欄及びその他の欄の

記載事項 
 

  上記のとおり、相違ありません。 

    令和  年  月  日 

市区町村長                  

※※ 所得制限額      以上・未満 

◎裏面の注意をよく読んでから記入してください。※、※※の欄は記入する必要がありません。 

(A列4番) 

(裏面) 

注意 

 1 この届は、毎年8月12日から9月11日までの間に出してください。この期間中に出さないと手当

の支払が差し止められることがあります。 

   なお、本年7月以降に認定請求書を出している方は、出す必要がありません。 

 2 ⑦の欄は、あなたと生計を同じくしている(又はあなたが養育者である場合はあなたの生計を

維持している)あなたの父母、祖父母、子、孫等の直系血族と兄弟姉妹があるときに記入してく

ださい。 

 3 ⑨の欄は、地方税法に定める同一生計配偶者、扶養親族(以下「扶養親族等」といいます｡)の

合計数を記入してください。 

   なお、70歳以上の同法に定める同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族並びに16歳以

上19歳未満の同法に定める控除対象扶養親族があるときは、その人数を次により( )内に再掲

してください。 

  (1) 受給者については、イに70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族の合計数を、ロに

特定扶養親族の数を、ハに16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数を記入してください。 

  (2) 配偶者及び扶養義務者については、老人扶養親族の数を記入してください。 

 4 ⑩の欄の「児童」とは、地方税法に定める扶養親族以外の者(18歳に達する日以後の最初の3

月31日までの間にある者をいいます｡)又は障害の状態にある20歳未満の者をいいます。 

 5 ⑪の欄は、前年の所得について、都道府県民税の総所得金額(給与所得又は公的年金等に係る

所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除した額)、

退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期・短期譲渡所得金額(譲渡

所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額)及び商品先物取引に係る雑所得等の

金額の合計額を記入してください。 

 6 ⑫及び⑬の欄は、扶養親族等について該当する人の数を記入してください。 

 7 ⑭の欄は、⑤、⑥又は⑦の欄に掲げる者が、地方税法上に定める特別障害者以外の障害者若し

くは特別障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生であるときは、該当するものを○で囲んでくだ

さい。 

 8 ⑮の欄は、前年の所得について、地方税法に定める雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等

掛金控除又は配偶者特別控除等を受けたときに、それぞれその項目及び当該控除額等を記入し

てください。 

 9 本年1月2日以後現住所に転入された方は、⑨から⑮の欄に記入した事項について、前の住所地

の市区町村長の証明書を添えて出してください。 

 10 この届について分からないことがありましたら、市役所、区役所又は町村役場の人によく聞

いてください。 
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）

様式第十一号の二(第十七条関係) 

(表 面) 

第    号 

特 別 児 童 扶 養 手 当 支 給 停 止 通 知 書 

受給資格者氏名  受給資格者住所  

支給停止の期間 
令和  年  月から 

令和  年  月まで 
受給者記号・番号 第   号 

備 考  

 

 あなたは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第6条、第7条、第8条)の規定によ

り、上記のとおり支給停止となりましたので通知します。 

    令和  年  月  日 

 知事 

市長 
(印) 

              殿 

◎ 裏面の注意をよく読んで下さい。 

(A列4番)  

(裏 面) 

注意 

 1 特別児童扶養手当所得状況届は毎年8月12日から9月11日までの間に出して下さい。こ

の届を出さないと支給停止の期間の経過後も手当の支払がされません。 

   なお、本年7月以降に認定請求書を出している方又は支給停止の事由が継続している

方は、本年の所得状況届は出す必要がありません。 

 2 支給停止中の期間内に、あなた又はあなたの配偶者、扶養義務者(父母、祖父母、子、

孫、兄弟姉妹など)で震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財その他の財産

についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合には、支給停止が解除され

ることがありますので、市役所、区役所又は町村役場の人によく聞いて下さい。 

 3 この支給停止に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月

以内に、書面で、都道府県知事に対して審査請求をすることができます。 

   なお、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の

日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。 

 4 この処分の取消しを求める訴え(取消訴訟)は、この通知書を受けた日の翌日から起算

して6か月以内に、都道府県(政令指定都市の場合は市)を被告として(訴訟において都道

府県を代表する者は都道府県知事となり、政令指定都市を代表する者は市長となりま

す。)、提起することができます。 

   なお、この通知書を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の

日の翌日から起算して1年を経過したときは、取消訴訟を提起することができません。 
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様式第十二号(第十八条関係) 

第   号 

特別児童扶養手当認定請求却下通知書 

氏 名   

住 所   

却

下

し

た

理

由 

  

 令和  年  月  日付けで特別児童扶養手当の認定の請求がありましたが、上記

のとおり却下しましたので通知します。 

 これに不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、書

面で、都道府県知事に対して審査請求をすることができます。 

 なお、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。 

 また、この処分の取消しを求める訴え(取消訴訟)は、この通知書を受けた日の翌日か

ら起算して6か月以内に、都道府県(政令指定都市の場合は市)を被告として(訴訟におい

て都道府県を代表する者は都道府県知事となり、政令指定都市を代表する者は市長とな

ります。)、提起することができます。 

 なお、この通知書を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して1年を経過したときは、取消訴訟を提起することができません。 

 

 令和  年  月  日 

 

知事     

印 

市長     

 

               殿 

(A列4番)  

様
式
第
十
三
号
（
第
十
九
条
関
係
）
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様
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三
十
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関
係
）

様式第十六号(第三十条関係) 

第    号 

督 促 状 

令和    年度 厚 生 労 働 省 所 管 一 般 会 計 

昭和 

平成    年   月分から 

令和 

               特別児童扶養手当返納金 

昭和 

平成    年   月分まで 

令和 

円 

指定期限   令和   年   月   日限り 

納付場所 

 上記のとおり納付して下さい。 

   指定期限までに完納されないときは、納期限(令和   年   月   日)の翌日から、法律に定める金額の延滞金を加算して徴収

します。 

   指定期限を過ぎても完納されないときは、財産差押えの処分をすることがあります。 

   令和   年   月   日 

歳入徴収官の官職氏名        (印) 

  用紙の大きさは、はがき大とすること。 

様
式
第
十
七
号
（
第
三
十
一
条
関
係
）

様式第十七号(第三十一条関係) 

(表面) 

特別児童扶養手当受給資格調査員証 

  

写

真 

第      号  

官 職

又は職名 

  

氏 名   

生年月日   

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条に定める当該職員であ

ることを証する。 

  年  月  日交付 

  年  月  日限り有効 

印 

  

 

 

都 道 府 県 知 事 

政令指定都市市長 

  

(裏面) 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(抄) 
 (支給の制限) 
第11条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支
給しないことができる。 

 1 受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項
の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 

 2 障害児が、正当な理由がなくて、第36条第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規
定による当該職員の診断を拒んだとき。 

 3 受給資格者が、当該障害児の監護又は養育を著しく怠つているとき。 
 (調査) 
第36条 行政庁は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無若しく
は手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、
又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができ
る。 

2 行政庁は、必要があると認めるときは、障害児、重度障害児若しくは特別障害者に対して、
その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこ
れらの者の障害の状態を診断させることができる。 

3 前2項の規定によつて質問又は診断を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、か
つ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

注意 
1 この調査員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 
2 この調査員証は、有効期間が経過し、又は不要になつたときは、速やかに、返還しなければ
ならない。 

1．厚紙その他の材料を用い、使用に十分耐えうるものとする。 

2．大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。 

20


